
猫の適正飼養や県の事業についての問い合わせや相談先

「お外に出す」ということは、他の人に迷惑をかけてしまう
可能性が格段にアップします。

また、訪問してくる猫に「餌付けだけする」行為も、
中途半端で迷惑な飼い猫を増やしています。注意しましょう。

屋内飼育のいいところ!!
★交通事故に遭わない
★他の猫から病気をうつ
されない

★猫同士のケンカが減る
★迷子にならない
★予期せぬ妊娠をしない
★近所に迷惑をかけない

地域猫活動を始めて野良猫を減らそうとしても、
その地域の飼い猫が不妊去勢されないまま
お外への出入りが自由になっていると、
効果的な地域猫活動ができません。

を徹底することが必要です。

猫の飼い主が

『野良猫の被害に困っている!!』
◆庭に猫の糞をされて臭い
◆車に猫の尿をつけられて臭い
◆夜、猫の鳴き声がうるさい
◆野良猫が子猫を産んでしまった
◆近所で無責任に餌をあげる人が
いて、猫がどんどん増えている

『野良猫を助けたい!!』
◆かわいそうな野良の子猫を
助けたい

◆家にきた猫がお腹をすかせて
弱っているのでえさをあげたら
近所から文句を言われた

◆近所で猫がどんどん増えて
いるので、なんとかしたい

地域の中には、野良猫による問題をなんとかしたい、
なんとかしてほしいと考える方々がいます。

地域の問題として、解決するために、
地域猫活動に取り組んでみませんか？

増えた子猫が
また野良猫に･･･

①屋内飼養

②所有者明示

③不妊去勢手術

④終生飼養

⑤虐待・遺棄の防止

飼い猫は屋内で飼いましょう。
屋外は危険が
いっぱいです。

首輪や迷子札を付け、
飼い主が分かるようにしましょう。
行方不明になってから後悔しても
遅いのです。

自分が管理・養える数を自覚し、
むやみに増やさないように
しましょう。

猫が歳をとったり病気になっても、
最後まで面倒を見る覚悟が必要です。
そして、飼い主もまた、猫とともに
歳を重ねることをお忘れなく!!

オス
★ケンカが減る
★尿の臭いが減る
★マーキングが減る
★発情によるストレス
から解放される

メス
★子が増えない
★妊娠・出産による
肉体的負担が減る

★生殖器の病気の
リスクが減る

★発情の時の大きな
鳴き声がなくなる

猫を飼っている方に守ってほしいこと!!

猫を正しく飼う!

地域猫活動のすすめ

野良猫にお困りの方必見!!

群馬県動物愛護センターには、
以下のような苦情や相談が多く寄せられます。

発行元：群馬県健康福祉部
食品・生活衛生課
令和2年2月

猫を捨てたり、みだりに危害を加える
ことは、犯罪です!!
動物を遺棄した者は、100万円以下の
罰金又は１年以下の懲役となります。
（令和2年6月1日より）

住所 電話番号 管轄地域※

本所 　佐波郡玉村町樋越305-7 0270-75-1718 伊勢崎市、佐波郡

北部出張所 　渋川市金井394 0279-25-8852
　渋川市、北群馬郡、

　吾妻郡、沼田市、

　利根郡

西部出張所 　富岡市田島343-1 0274-67-7677
　安中市、藤岡市、

　多野郡、富岡市、

　甘楽郡

東部出張所 　太田市西本町41-34 0276-55-0731
　太田市、桐生市、

　みどり市、館林市、

　邑楽郡

　前橋市大手町1-1-1 027-226-2442
県下全域

（中核市を除く）
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※前橋市内における猫の適正飼養相談窓口は、
前橋市保健所（TEL:027-220-5777）

※高崎市内における猫の適正飼養相談窓口は、
高崎市動物愛護センター（TEL:027-330-2323）

※中核市（前橋市・高崎市）は、群馬県飼い主の
いない猫対策支援事業の対象外となります。

TEL:027-330-2323


人と猫が共生していくことを基本とします

行政が猫を捕まえて処分することはできません

猫を地域から追い出す方法もありません

そうだとしたら

これ以上飼い主のいない猫を増やさず、猫による
被害を少しでも減らす方法を考えてみませんか？

その方法が地域猫活動です

今、地域にいる飼い主のいない猫を、
これ以上増やさないようにします。

地域住民ができることを役割分担して、
その猫たちを管理していきます。

この方法として、不妊去勢手術をすることが必要です。
（手術済の猫は、耳をV字カットし目印をつけます。）

猫は繁殖能力が高いため、不妊去勢手術をしないと、
1回の出産で４～８匹産み、繁殖期が年に2～4回あるので、
1年でたちまち増えてしまいます。

屋外で暮らす猫の寿命は4～5年と言われています。
地域で場所と時間を決めて、一代限りとなった
猫にえさを与え、糞や尿で困る人が出ないように、
猫用トイレを設置し、清掃をします。

地域猫活動を、地域住民に周知し、理解を得ましょう。

回覧板や掲示板等を活用し、活動の目的を知って
もらい、協力者を集めます。

県では、地域猫活動に取り組む地域に対して支援をします!
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猫の不妊去勢
手術による
メリット

適切なえさやりや
猫用トイレ設置
によるメリット

地域で活動する
ことのメリット

●繁殖期の鳴き声、猫のけんかや、
マーキングが少なくなります。

●繁殖が抑えられ、猫がこれ以上増えない
ため 交通事故死などの不幸な命を
生み出さずに済みます。

●猫の尿のにおいの低減が期待できます。

●置きえさをしないことで、ハエなどの
害虫の発生を防ぎます。

●他の地域からの猫の侵入を防ぎます。
食べ残しがあると、それを求めて猫が
集まり、いくら不妊去勢をしても終わりが
なくなります。

●周辺の環境美化が保たれます。

●猫をきっかけに地域のコミュニケーション
の機会が増えます。

●活動を周知することにより、理解を得て、
猫の苦情が減ることが期待できます。

●命あるものへの思いやりの心を育てる
ことができます。

群馬県飼い主のいない猫対策支援事業

取り組んだ
自治体の声

地域猫活動では、飼い主のいない猫を減らすことを目的とします。
ただし、数年の時間がかかります。

(1) 飼い主のいない猫への不妊去勢手術に係る
経費負担の軽減化

(2) 地域猫活動の取組への支援

(3) 地域猫活動の普及啓発

● 県獣医師会の動物病院で、不妊去勢手術を実施
(ただし、地域猫活動をするエリアとして、
申請登録した場所に限る）

● 地域猫活動の考え方の普及や、地域の理解に
至るコーディネートを動物愛護団体が支援

● 申請登録した地域に猫捕獲器の貸し出し

● 地域猫活動の普及啓発のためのチラシ作成等

「猫による生活環境の悪化問題を解決しよう」
と思ったら、はじめてみましょう！

●一人でできることには限りがあります。

地域の中の協力者を集めましょう。

●その地域で生息する猫が、まずどのくらいいるか、

飼い猫か野良猫なのか、把握しましょう。

代表者・・・活動のまとめ役、連絡調整など

えさやり係・・・決められた場所で、同じ時間帯にえさや水を

与えましょう。置きえさはせず、食べ終わったら片付けましょう。

猫用トイレ係・・・やわらかい砂や土で糞尿する習性があるため、

トイレを設置し、こまめに清掃しましょう。

猫の不妊去勢手術係・・・飼い主のいない猫を動物病院に

持込み、手術をしましょう。

活動の広報係・・・近隣住民に対し、活動を周知します。

●えさやトイレ等、地域猫の管理を継続しましょう。

●捨て猫防止の立て看板等を設置し、

捨て猫のないよう地域で目を光らせましょう。

一気に、根こそぎ
がポイント!!

新たな猫を
流入させない!!

猫トイレ！

自治会長等・近隣住民・猫の飼い主へ
●地域猫活動を、回覧板等を活用して周知しましょう。

周知せずに始めると、誤解やトラブルのもとになります。

●配布資料は県動物愛護センターや食品・生活衛生課まで。

うまく説明できなかったり、なかなか理解を得られない時は、

県動物愛護センターに相談しましょう。県の支援事業は、

ノウハウを持った動物愛護団体を派遣することができます。

●飼い主のいない猫の数や問題の発生場所などを把握し、

地域猫を特定しましょう。

●地域猫の不妊去勢手術等の計画を立てましょう。

手術の支援は、地域猫活動をするエリアとして、

申請登録した場所に限ります。登録するには、

県動物愛護センターへ地域猫活動実施計画を提出してください。

●できるだけ一気に、根こそぎ猫を捕獲し、

動物病院で不妊去勢手術をします。

猫のえさ代や治療費などは支援事業に含みません。

地域で寄附を集めるなど、継続的に活動出来るようにしましょう。


